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大規模小売店舗立地法特例措置スキーム（概要）

１．特例区域の指定（概要）

都道府県等が特例区域案を作成（市町村への協議要）

都道府県等が区域を決定

市町村が区域案を提出

２週間

公聴会等の開催

住民等が意見提出

公告 ・縦覧

＊第一種・第二種特例区域の指定・変更・廃止の手続とも同じ。

公告

（第一種特例区域については、国が中活基本計画を認定した場合にのみ指定可能。）

大規模小売店舗立地法の特例区域の指定

３．

２．

設置者が大型店（1,000㎡超）の新設等を届出

設置者が説明会を開催

地元市町村、住民等が意見提出

地元市町村が意見提出

８か月

２か月

４か月

大型店の設置者が自主的対応策を提示

２か月

（公告、縦覧）

　１，０００㎡を超える大規模小売店舗の設置者が、店舗の立地に伴う周辺の生活環境の保持の
ために、適正な「施設の配置及び運営方法」に配慮することを確保するための手続などを規定。

駐車場の収容台数、荷さばき施設の位置、

廃棄物等の保管施設の容量等

（公告、縦覧）

（公告、縦覧）

（公告）

（設置者の配慮事項）指　針

（大店立地法の概要）

（公告、縦覧）

「意見無し」で開店

意見を反映すれば開店

※都道府県等の意見を適切に反映しておらず、周辺地域の生活
環境に著しい悪影響があると認められる場合

都道府県等が勧告等

※市町村、住民等の意見に配意し、及び指針を勘案しつつ、周辺
地域の生活環境の保持の見地から意見を有する場合

都道府県等が意見提出

※勧告に従わなかった場合

公表

 特例区域の指定手続

１．

 第一種特例区域では、以下の「大店立地法」の届出が不要

 中心市街地活性化基本計画と特例区域の指定

甲府市は中心市街地活性化法に基づき内閣総理大臣から中心市街地活性化基本
計画の認定を受けた（平成２０年１１月１１日）。

山梨県は認定された基本計画区域内に大規模小売店舗立地法「第１種大規模小売
店舗立地法特例地域」を指定することが可能。


